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A社の発行する週刊誌が､国会議員 B(女性)の離婚に関する報道をした｡その内容は､

｢Bは派手好きで､日頃から衣服､食事等に多くの金銭を使っている｡Bの夫は C株式会

社の取締役をしているが､最近 C社は事業が不振で Bの収入が減っており､金銭面で トラ

ブルが発生し､離婚に至った｣というものであった｡

これに対し､Bは､このような報道は自己のプライバシー侵害に当たるとして､A社に

対し損害賠償を請求した｡ 

1.他人のプライバシーを侵害したときの損害賠償責任は､日本では､一般的にはどのよ

うな場合に判例上認められてきたか､簡単に説明しなさい｡ 

2.このように国会議員の私生活に関する事実を報道する場合､A社は損害賠償責任を負

うかどうか､論じなさい｡

以上




